
 

 

 
 

 
 
 
 

平成 22 年度税制改正要望の結果概要（総務省関係） 
 
 
本日、平成 22 年度税制改正大綱が決定されました。このうち、総務

省の主要要望関係部分の概要は別添のとおりです。 
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別添 

 
平成 22 年度税制改正 主要要望結果の概要 

 

※措置内容については、参考資料の該当頁を参照。 

 

Ⅰ 国税 

１ 中小企業等基盤強化税制の拡充、情報基盤強化税制の廃止〔所得税、

法人税〕 

中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が 1 億円以下の法人が情報基盤

強化設備（IDS/IPS，WAF）等を取得する際に、取得価格の税額控除又は特別償却を

認める措置を追加する。 

     また、これに伴い、情報基盤強化税制は適用期限の到来をもって廃止する（平成

21年度末）。 

 

 ２ 過疎地域における事業用設備等の特別償却の対象事業の拡充及び延長

〔所得税、法人税〕 

過疎地域内で個人又は法人が事業の用に供する設備等を新増設した場合に特別償

却が認められる業種の対象から、ソフトウェア業を除外し、コールセンターを追加

した上で、適用期限を 1年延長する。 

（※過疎地域自立促進特別措置法の改正（延長）が前提） 

 

 ３ 過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置〔所得

税、法人税〕 

過疎地域外にある建物等の事業用資産を譲渡し、過疎地域内にある事業用資産を

取得する場合において、当該譲渡による譲渡益の一部に対する課税の繰延べを認め

る措置について、現行の過疎地域自立促進特別措置法の失効後も、同法による特例

措置（課税の繰延べ）を継続する。 

（※過疎地域自立促進特別措置法の改正（延長）が前提） 

 

 ４ 非居住者等の受け取る振替地方債の利子に係る非課税手続の簡素化及

び非課税対象者等の拡充〔所得税、法人税〕 

海外投資家（非居住者、外国法人等）が受け取る振替地方債の利子に係る非課税

手続を簡素化するとともに、非課税対象者の範囲等を拡充する。 

 



 
 

 ５ 非居住者等の受け取る振替地方公共団体金融機構債券等の利子等に係

る非課税制度の創設〔所得税、法人税〕 

海外投資家（非居住者、外国法人等）が受け取る振替地方公共団体金融機構債券

等の利子等に係る非課税制度を創設する。（適用期限を３年とする。） 

 

 〔参考〕郵便貯金銀行及び郵便保険会社が郵便局株式会社に業務委託する際に支払う

手数料に係る消費税の非課税措置の創設〔消費税〕 

   郵便貯金銀行、郵便保険会社、郵便局会社等に係る税制上の措置については、消費税を含

む税制の基本的な考え方等に基づき、国会や与党におけるこれまでの議論、「郵政改革の基本

方針」（平成 21 年 10 月 20 日閣議決定）等に沿った検討も踏まえつつ、ユニバーサルサービ

スの担保等のための政策のあり方の観点から、所要の検討を行う。 

 

Ⅱ 地方税 

 １ 合併市町村における課税免除又は不均一課税等の特例措置の延長〔個

人住民税等〕 

市町村の合併後、一定期間課税をしないことまたは不均一の課税をすることがで

きること等の措置について、平成 21 年度末で失効する市町村の合併の特例等に関

する法律の延長に伴い、当該特例措置を延長する。 

 

 ２ 地方独立行政法人に係る非課税措置の拡充〔不動産取得税等〕 

    新設型地方独立行政法人のうち、成立の前日に地方公共団体が行っていた業務の

みを行うものについては、非課税とする措置を講ずる。 

 

 ３ ブロードバンドによる情報格差解消税制（次世代ブロードバンド基盤

を構築する施設に係る課税標準の特例措置）〔固定資産税〕 

電気通信基盤充実臨時措置法に基づき実施計画の認定を受けた電気通信事業者等

が一定の設備を取得した際の固定資産税について課税標準を 2/3、3/4 又は 4/5 とす

る措置につき、対象者を資本金の額又は出資金の額が５０億円未満の事業者に限定

するとともに、対象設備に電気通信事業用 IP アドレス変換装置等を追加する。また、

平成 22年度末の適用期限の到来をもって廃止する。 

 

 ４ 地縁による団体（自治会・町内会等）に係る非課税措置の創設〔不動

産取得税〕 

特例民法法人の業務を承継するために設立された認可地縁団体が、平成 22 年 4

月 1 日から平成 25 年 11 月 30 日までの間に解散した当該特例民法法人からその残

余財産を取得するに際して、その承継に係る不動産取得税を課さないこととする。 
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